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児童手当が拡充されました！
　平成18年4月1日に児童手当法が改正され、支給対象年齢が小学３年
生から小学6年生終了前までに拡大されました。併せて、所得制限も
大幅に緩和されより多くの方が受給できるようになりました。この児
童手当法の改正は、公明党がマニフェストのなかで公約として掲げた
政策で、これまで粘り強く訴え続けてこのたび実現したものです。
　この改正で新たに受給資格が出来る方は申請が必要になります。
対象年齢の児童がいるご家庭には4月下旬から順次、江戸川区役所よ
りご案内が郵送されます。ご案内が届かない時は下記あてにご連絡下
さい。（江戸川区役所児童女性課助成係　℡.５６６２－００８２）
※公務員の方は、勤務先で申請をして下さい。

●改正点
１．支給年齢の拡大

●所得制限の緩和

　改正前

0歳から小学校３年生終了まで →

改正後

0歳から小学校６年生終了まで

　表の見方
１．所得額は平成16年または17年中の総所得額です。
　　・給与所得の方⇒源泉徴収票の給与所得控除後の金額
　　・事業所得の方⇒確定申告書の所得金額合計欄の金額

改正前

扶養人数
国民年金加入の方

　年金未加入の方

厚生年金加入
　　　　　の方

０人

１人

２人

３人

４人

以降１人増すごとに

 ３０９万円未満

　３４７万円

　３８５万円

　４２３万円

　４６１万円

４６８万円未満

　５０６万円

　５４４万円

　５８２万円

　６２０万円

　　３８万円加算

扶養人数

０人

１人

２人

３人

４人

以降１人増すごとに ３８万円加算

国民年金加入の方
年金未加入の方

厚生年金加入の方

４６８万円未満

　５０６万円

　５４４万円

　５８２万円

　６２０万円

５４０万円未満

　５７８万円

　６１６万円

　６５４万円

　６９２万円

改正後→（単位：円） （単位：円）

（小学校修了まで）


